
甲南大学法科大学院入学試験問題について  

2 0 1 8 年 度 秋 入 学・ 2 0 1 9 年 春 入 学  

一 般 入 学 試 験 （ B 日 程 ・ 8 月 1 8 日 分 ）  

 

試験科目：刑事訴訟法  

 

1 .  出題 趣旨  

［設 問１ ］  

・ 法 ２ １ ０ 条 に 従 っ て 、 緊 急 逮 捕 実 施 に あ た っ て 求 め ら れ

る実 体的 要 件（ 重大 犯罪 の 十分 な嫌 疑）、手 続 的 要件（事 前 の

理由 の告 知 ）の 摘 示。事 後手 続と し て、緊 急逮 捕令 状 の請 求、

発付 につ い てと りま とめ る こと 。  

 

〔設 問２ 〕  

・ 検 察 官 側 請 求 証 拠 の 必 要 的 開 示 、 被 告 側 の 検 討 を 踏 ま え

た 類 型 証 拠 開 示 （ そ の 前 提 と し て 検 察 官 保 管 証 拠 一 覧 表 開 示

請求 ）、それ らの 検討 を踏 ま えて 、被告 側の 主 張を 明示 した 後

に 行 う 主 張 関 連 証 拠 開 示 に つ い て 、 条 文 に 従 い 、 段 階 的 に 説

明す るこ と 。  

  

〔設 問３ 〕  

・ 伝 聞 禁 止 法 則 が 働 く 場 面 で の 証 拠 調 べ 請 求 手 続 の 進 行 に

つ い て 、 基 本 的 な 理 解 が ど の 程 度 で き て い る の か を 確 認 す る

問題 であ る 。  

 ・ 検 察 官 は 、 書 証 の 証 拠 調 べ 請 求 を 維 持 し た ま ま 、 目 撃 者

本 人 の 証 人 尋 問 を 請 求 す る 。 被 告 人 ・ 弁 護 人 は 、 こ の 証 拠 調

べ請 求に 対 して は、「 し かる べく 」な ど同 意 する 意 思を 示す の

が 通 常 で あ る 。 裁 判 所 も 、 特 段 の 事 情 が な い 限 り 証 人 尋 問 を

採 用 す る 。 証 人 尋 問 が 行 わ れ て 、 調 書 内 容 が 再 現 さ れ れ ば 、

検 察 官 と し て は 立 証 は 完 結 す る 。 万 が 一 、 証 言 内 容 と 調 書 の

内 容 に 相 反 す る 部 分 が あ る 場 合 に は 、 ３ ２ １ 条 １ 項 ２ 号 後 段

に よ る 調 書 の 証 拠 調 べ 請 求 を 行 う 、 と い っ た 流 れ に つ い て 、

どの 程度 理 解し てい るか を 問う もの であ る 。  

 

2 .  採点 実感  

次の 摘示 が ない 答案 は低 い 評価 にし かな ら ない 。  

［設 問１ ］  

① 現 場 で 逮 捕 す る 際 、 告 知 す る 理 由 の 説 明 が な い 。 犯 罪 の

嫌 疑 と 直 ち に 裁 判 官 か ら 令 状 を 得 ら れ な い こ と を 告 知 す る が 、

こ の 点 の 理 解 が な け れ ば 緊 急 逮 捕 の 特 殊 性 を 理 解 し た こ と に

なら ない 。  

② 緊 急 逮 捕 令 状 の 請 求 権 者 は 限 定 さ れ て お ら ず 適 宜 司 法 巡

査 も 含 め て 迅 速 に 請 求 す る こ と が 期 待 さ れ て い る 。 こ の 点 の



言及 をし た もの はほ とん ど なか った 。  

 

〔設 問２ 〕  

 ① 検 察 官 請 求 証 拠 に つ い て 弁 護 人 に お い て 閲 覧 と 謄 写 が で

きる こと の 摘示 がな い。  

② 類 型 証 拠 開 示 に 先 立 ち 、 一 覧 表 開 示 が で き る こ と の 言 及

も見 られ な い。  

 

〔設 問３ 〕  

 ① 目 撃 者 の 証 人 尋 問 を 請 求 し 特 段 の 支 障 が な け れ ば 証 言 で

立証 を終 え るこ とと なる 。  

②相 反供 述 にな った 場合 、 ３２ １条 １項 ２ 号後 段に よる 。  

③ 証 人 尋 問 が で き な い 事 情 が 生 じ た と き に は ， ３ ２ １ 条 １

項２ 号前 段 によ る。  

とく に① を 明確 に摘 示す る こと が大 切で あ る。  

 

3 .  学習 方法  

既 修 者 と し て 入 学 す る た め の 刑 事 訴 訟 法 の 入 試 で は 、 実 務

家 ら し い 手 続 の 流 れ の 理 解 が で き て い る か ど う か を 問 う こ と

にな る。  

定 評 の あ る 基 本 書 で い い が （ 例 、 法 曹 会 ・ 刑 事 訴 訟 法 講 義

案な ど）、 基 本 の 「流 れ」 を 身に つけ る学 習 が必 要で ある 。  

 

 

 

 

 


